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環境規制の運用手続き

 環境規制を利用し、環境条件を改善するには

 （１）規制内容を明文化すること（規制の制定）

 （２）事業者が規制を順守していることを確認すること
（監査および施行活動）

 （３）規制の違反者に対して懲罰を適用すること（制裁
活動）

が必要になる。
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環境規制の制定
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国による環境規制 法律

 国は、最大限実行可能な規制（所有権の侵害と
ならない程度の規制）を法制化する。

 法律先占論

 資産を保有する者の経済活動の自由を最大限尊重する
立場を反映した理論。

 環境基本法の制定によって、法学者の間でも法律先占論
は余り支持されなくなっている。

 問題点

 地域性をもった環境問題への対応が出来ない。
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国の事情と地方の事情

 汚染移転が生ずると困る。

 特定の自治体が厳しい環境規制を導入すると別の自
治体に公害問題が移転することになる。国レベルで
は問題の解決にはならない。

 法律による規制は必要な分だけ。

 環境問題が顕在化していない自治体まで同じ水準の
環境規制を適用する必要はない。全自治体にプラス
αを求められると困る。
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自治体による環境規制 条例

 上乗せ規制がなかなか認められにくい時期、自
治体は地域の個別事情を反映させるために工
夫して条例を導入してきた。

 条例のタイプ
 同一対象への重複規制
 規制目的が異なる。

 スソ切り規制
 規制対象を拡大する。（小規模の事業所も対象に加える）

 横だし規制
 規制項目を追加する。（落穂拾い条例）
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環境規制の明文化がいつも得策
か？

 自治体が環境規制を利用し、環境条件を改善す
るには、条例を制定し環境規制に対して法的拘
束力をもたせることが王道だろう。

 しかし、多くの自治体は法的拘束力のないルー
ルを企業と結び環境規制を実施している。

 なぜだろうか。
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要綱行政とは？

 要綱

 権限を根拠づける具体的法規範はないけれども、外
見的にはそれと似た指導基準に基づいて種々の行
政指導を実施する方法。

 法的拘束力がないために事業者に服従義務は生じ
ないが、順守が期待され事業者が全員が順守するこ
とが期待される。
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協定とは？

 条例や要綱とはことなり一律的基準を前提とせ
ず、公共目的達成のために行政と個々の事業
者の間で求められる行為の内容を個別に調整
する方法。
 以下EICネットより
 1964年に横浜市と（株）電源開発の間で結ばれたものが最初と

いわれており、その後、全国へと急速に広がっていった。工場の
新規立地、施設の増設などを契機に大規模な企業との間に結
ばれるものが多い。

 2003年3月時点での、全国の協定総数は32,177件となっている。
このなかには住民が当事者となっているもの2,572件、立会人と
して関与しているもの2,224件が含まれている。
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条例・要綱・協定の法的特長

事業者との関係 事業者間の適用

条例 垂直 一律

要綱 水平 一律

協定 水平 個別

事業者との関係

垂直的関係 行政が一方的に義務を課す。

水平的関係 行政指導で相手の同意に期待する。

事業者間の適用

一律的基準 全員が同じ基準に従う

個別的対応 テーラーメード方式
北村喜宣氏の書籍を参考とした
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なぜ要綱が利用されるのか？

 行政側の事情

 適法性に関する問題 （国との関係）

 対策費用の削減 （議会対策費）

 責務回避型志向 （条例化時の責任の回避）

 機動的な対応 （裁量の余地を残したい）

 事業者側・住民側の事情

 交渉費用の削減
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なぜ協定が利用されるのか？

 行政側の事情
 より厳しい環境規制を求められる。
 諸条件の変化を反映させられる。
 締結後に相手側の順守が期待できる。

 事業者側の事情
 環境にやさしい企業の宣伝効果。
 対市民に行政の権威を利用できる。
 対行政に協力的な企業というイメージを与えられる。
 自主規制で規制を自分に適合するように出来る。

 市民側の理由
 より強い安心感が得られる。
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どうやって企業に法的拘束力のな
い行政指導に従わせるのか？

 行政は企業を差別的に取り扱うことができる。

 例えば、命令に良く従う従順な企業に対しては、操業許
可の手続きを簡素化し、低利融資を提供し、環境監査
の頻度を低下させ、命令に従わない企業にはその逆の
対応をとる。

 そうした手段を用いて、行政は企業の実質的な操業費
用を変化させれる。

 先行研究の結果によれば、行政はそうした手段を用い
て法的拘束力のない行政指導に従わせている。
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違反と罰則
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施行活動の重要性

 環境規制の法律や条令を制定するだけでは、環
境改善は望めない。

 制定された法律が順守されるように、行政は施
行活動を実施しなければならない。

 施行活動をどのように行えば、効果的に環境規
制を順守させることができるかを調査することは
大切である。
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環境規制の施行
フローチャート

 届 出 規制の対象施設は届出義務がある。

↓
 立入検査 行政は施設が規制を順守しているか立入検査する。

↓
 行政指導 規制を順守していない企業には行政指導を行う。

↓
 改善命令 度重なる行政指導を無視したり、人体や環境への影響が

大きい場合改善命令・措置命令を出す。

----↓---- 行政処分
 刑事告発 仕方がないので警察の手に委ねる。
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Becker（1968）
 Binary Choice Modeｌ
 規制を順守するか、しないかの二項選択モデル

 D ＝ 罰金額

 π ＝ 監査確率（違反が発見される確率）

 Ci ＝ 企業 i の順守費用

 期待罰金額 ＝ πD

 ケース２ Ci < πD 環境規制の順守

 ケース１ Ci  πD 環境規制の非順守
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監査確率と罰金額と規制の順守比率

Ｃ 順守費用ＣHＣL

f (Ｃ)

確率密度
棒の面積はCA からCB の

順守費用をもつ企業の相
対度数を示す。

対象とする費用の幅を狭く
し、棒の頂点を結び合わ
せると曲線の確率密度関
数が得られる。

確率密度関数の下方の面
積の合計は１である。

ＣA～ＣB

f (Ｃ)

相対度数
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最大罰金の適用

 より多くの企業に環境規制を順守させるには、
監査の頻度を増加するか罰金の額を増加するこ
とが必要になる。

 監査の頻度を増加するには費用が必要となるが、
罰金の額を上昇させるには費用は必要でない。

 従って、環境規制の費用を軽減するために、高
価な罰金を適用することが望ましい。
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量刑と利用可能な罰金

 しかし、罰金の額を決めるためには、他の違反
行為との量刑を考える必要がある。

 例えば、規制値以上の水準の排水を行っただけ
で、違反事業者に法外な罰金を請求することは
出来ない。

 従って、利用可能な罰金の額には制限があると
仮定し、監査や施行活動をどのように行うべき
かを考えるのが一般的である。
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最適な違反水準

 最適化条件（規制一般）

 Z： 施行水準（監査頻度など）

 C（Z）： 施行活動費用 （MC 限界費用）

 B（Z）： 施行の社会的便益 （MB 限界便益）

 MC（Z*）＝MB（Z*）

ZZ＊

MB（Z）

MC（Z）
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最適な違反水準

 最適化条件（環境規制）
 Ｚ： 施行水準（監査頻度など）

 C（ Z ）： 施行活動費用

 D（Z）： 環境被害

 MC（Z*）＝ －MD（Z*）

ZZ＊

MB（Z）＝

－MD（Z）

MC（Z）
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施行活動の目的

 実際の環境行政では、社会厚生水準の最大化が目的
となることは殆どないし、施行水準の選択が問題となる
こともない。

 実際の環境行政では、なるべく安い施行費用で目標と
する規制順守状況を達成することが目的になる。

 規制順守を制約条件とし、施行費用の最小化を目指す。

 或いは、一定の施行費用を用いて、なるべく高い規制順
守を実現することが目的となる。

 施行費用を制約条件とし、規制順守の最大化を目指す。
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Binary Choice Modeｌ の問題点

 Binary Choice Modeｌ では、環境規制の対象と
なる事業者（特定施設）は規制を順守するかしな
いかだけを選択できるとしていた。

 しかし、通常、事業者は規制を認識してどれ位
の水準で操業するかを選択する。

 例えば、汚染物質の排出量や排水濃度は連続
的に水準を選択できる。
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基準（Standard)の利用

 環境規制の分野では、しばしば基準（Standard）
が利用される。

 基準が設定された場合、基準を違反しない限り、
制裁は科されない。

 基準が設定されると、事業者の行動はどの様に
変化するだろうか。

 以下で考えてみよう。
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排出基準の適用

 排出量が排出基準を上回らない限り罰せられることは
ない。

 S = 排出基準

 X = 排出量

 D（X； S） = 罰金の期待額

 MDx = D/X > 0 （X > S)
= D/X = 0 （X  S)

 排出量が増加すると、罰金の期待額は増加する。

 MDS = D/S < 0
 基準が緩くなると（Sが増加すると）、罰金の期待額は低下する。
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罰金の期待値

X

D

S０

D（X；S）

S

D（X；S）

Xi

D

D
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事業者の選択

 順守費用の安い事業者i
 ci  cL ⇒ 順守

 規制の順守費用が安い事業者は規制を順守する。

 Xi = S
 排出量を減らすには費用がかかるので、丁度排出基準を達成

するよう汚染物質を排出する。

 順守費用の高い事業者j
 cj  cL ⇒ 非順守

 規制の順守費用が高い事業者は規制を順守しない。

 Xj = Xj
*

 排出量がどの様になるかは罰則の科され方に依存する。
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限界抑止力
（Stigler 1970, Shavell 1992)

 ルールを破ると決めた人がどの程度ルールを破
るかは、ルールを破った程度に応じて罰金額が
どのように変化するかに規定される。

 言い換えるなら、ルールを破った程度に罰金額
が依存しないようなら、違反者はより大幅な違反
をおこなうようになる。
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法令違反の限界費用と限界便益

 法令違反の限界費用

 排出水準を1単位増加させた時の罰金額の期待値の増加額

 違反の発見確率＝π
 Xの水準で違反したときの罰金額＝D（X；S）
 期待罰金額＝π・D（X；S）
 事業者の限界費用（排出基準を1単位増加させた時の期待罰

金額の増加額）＝ π・DX

 法令違反の限界便益

 排出水準を1単位増加させた時に節約できる環境対策費用

 限界便益 ＝ ｃi
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違反水準

Xi

ci

π・DX

S Xi
*

cL

限界費用と
限界便益
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罰金調整と違反水準

 違反をしても罰金額が一緒なら、できる限り違反
をした方が得になる。

 こうした考えを防止するためには、違反の程度
に応じた罰金を適用する必要がある。
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環境税の罰則適応
Harford 1978

 環境基準を強化し汚染物質の排出量を減少す
る場合、違反の程度に応じて罰金額を上昇させ
る必要がある。

 環境税が適用される場合も、企業や事業所は税
率と期待罰則金の増加額が一致する水準に排
出水準を決定するはずである。

 制裁メカニズムを考慮せず環境税を増加させる
と、把握できる範囲の汚染物質の排出量を減少
させるが、不法な排出を増加させることとなる。


